
京
都
大
学
人
権
委
員
会
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条

京
都
大
学
人
権
委
員
会
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
務
担
当
の
理
事
」
を
「
人
権
を
担
当
す
る
理
事
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
、
各
セ
ン
タ
ー
」
を
「
及
び
各
セ
ン
タ
ー
」
に

「
及
び
事
務
本
部
」
を
「
並
び
に
事
務
本
部
、
宇
治
地
区
事
務
部
及
び
三
研
究
科
共

、

通
事
務
部
並
び
に
医
療
技
術
短
期
大
学
部
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
、
総
務
担
当
の
理
事
」
を
「
総
務
担
当
の
理
事
、
医
療
技
術
短
期
大
学
部
に
あ
っ
て
は
部
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条

京
都
大
学
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
」
を
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に
改
め

「
相
談
等
」
の
下
に
「
の
対
応
」
を
加
え
、
同
条
第

、

二
項
中
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
」
を
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に

「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
を
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

、

第
四
条
の
見
出
し
中
「
専
任
教
員
等
」
を
「
専
任
教
員
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
三
条

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
中
「

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
二
号

」

「

）

を
「
京
都
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
達
示
第
六
十
六
号

」
に
改
め
る
。

）

第
四
条

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
有
期
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
七
年
達
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
中
「
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
二
号
）
を

準
用
す
る
」
を
「
京
都
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
達
示
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
七
年
達
示
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
二
号
）
を

準
用
す
る
」
を
「
京
都
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
達
示
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


